


 (
広報
例１
)



 (
改正
労働安全衛生法
が施行
されます
)

 (
本年４月１日から改正労働安全衛生法が施行され、①
注文者に対
して
個人事業者
等の保護、
②
事業者に対して
高年齢者の労働災害防止
の取組が義務付けられます。
　詳しくは厚生労働省ＨＰをご覧ください。
)





 (
厚生労働省　
北海道労働
局
 
労働基準監督署（支署）
)




 (
広報例２
)



 (
本年４月１日から改正労働安全衛生法が施行され、①
注文者に対して
個人事業者
の保護、
②
事業者に対して
高年齢者の労働災害防止
の取組が義務付けられます。
　詳しくは厚生労働省ＨＰをご覧ください。
)
 (
改正
労働安全衛生法
が施行
されます
)
 (
厚生労働省　
北海道労働
局
 
労働基準監督署（支署）
)
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